
 

様式第３（第８関係） 

指定管理者評価判定結果報告書 

平成２５年７月２日 

高 浜 市 長 殿 

 

高浜市指定管理者選定評価委員会 

委員長 野 口 定 久  印 

 

平成２４年度の指定管理者の評価の判定結果について、高浜市指定管理者の評価に関

する指針第８の規定により報告します。 

１．施設の名称 高浜市宅老所（５施設） 

２．指定管理者の名称 社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会 

３．指定期間 平成２１年４月１日 ～ 平成２６年３月３１日 

４．協定書・事業計画書等に

基づく管理の概要 

・宅老所の維持管理に関する業務 

・高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例第３条

第１項に掲げる事業の運営に関する業務 

・利用の許可及び使用料の収納に関する業務 

・その他、市長が必要と認める業務 

５．大分類項目の評価 

項 目 満 点 評 点 満点に対する割合 判定結果 

① 総則に関する事項 

 
２５点 ２４．６７点 ９８．６８％ Ａ 

② 施設設備の維持管理に関

する事項 
１５点 １５．００点 １００．００％ Ａ 

③ 運営及びサービスの質の

向上に関する事項 
６０点 ４９．００点 ８１．６７％ Ａ 

６．総合評価 

項 目 満 点 評 点 満点に対する割合 判定結果 

総合評価 １００点 ８８．６７点 ８８．６７％ Ａ 

７．評価結果についての講評 

・まちづくり協議会との協働に成果が見られる。今後の担い手となりうるか。 

・「あっぽ」のみ増加している、その要因は何か。全体的に減少傾向、ボランティアを増やし

ていくプログラムを。 

・ボランティアの人員確保が難しいことがわかった。ボランティア各位の高齢化に伴い、比較

的若い人々への協力体制をより推進していただきたい。 

・「地域の支えあい」の基本となる施設であることから、さらなるボランティアの確保に努め

ていただきたい。人員確保の課題に対し、マイレージ制度の拡充なども含め、工夫・検討を

行っていただきたい。 



 

様式第３（第８関係） 

指定管理者評価判定結果報告書 

平成２５年７月２日 

高 浜 市 長 殿 

 

高浜市指定管理者選定評価委員会 

委員長 野 口 定 久  印 

 

平成２４年度の指定管理者の評価の判定結果について、高浜市指定管理者の評価に関

する指針第８の規定により報告します。 

 

１．施設の名称 高浜市ものづくり工房あかおにどん 

２．指定管理者の名称 特定非営利活動法人 あかおにどん 

３．指定期間 平成２１年４月１日 ～ 平成２６年３月３１日 

４．協定書・事業計画書等に

基づく管理の概要 

・ものづくり工房の維持管理に関する業務 

・高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例第３条

第２項に掲げる事業の運営に関する業務 

・利用の許可及び使用料の収納に関する業務 

・その他、市長が必要と認める業務 

５．大分類項目の評価 

項 目 満 点 評 点 満点に対する割合 判定結果 

① 総則に関する事項 

 
２５点 ２５．００点 １００．００％ Ａ 

② 施設設備の維持管理に関

する事項 
１５点 １５．００点 １００．００％ Ａ 

③ 運営及びサービスの質の

向上に関する事項 
６０点 ５６．００点 ９３．３３％ Ａ 

６．総合評価 

項 目 満 点 評 点 満点に対する割合 判定結果 

総合評価 １００点 ９６．００点 ９６．００％ Ａ 

７．評価結果についての講評 

・利用者増について、プログラムの工夫がなされている。幅広い取り組みとなっている。 

・60 歳定年から 65 歳定年への流れ。指導者の育成、技術の伝承が必要。 

・工房の指導者確保の方策として、マイレージ制度の活用ができないか検討を。 

・無報酬がネックとなっているのか、時給制という案も考えられるか。 

・この施設での最大のポイントは指導者の確保にあると思う。良き指導者が確保できれば、利

用者増にもつながるのではないか。 

・指導者の確保が課題となっている。指導者にもメリットとなる工夫を検討していただきたい。 



 

様式第３（第８関係） 

指定管理者評価判定結果報告書 

平成２５年７月２日 

高 浜 市 長 殿 

 

高浜市指定管理者選定評価委員会 

委員長 野 口 定 久  印 

 

平成２４年度の指定管理者の評価の判定結果について、高浜市指定管理者の評価に関

する指針第８の規定により報告します。 

 

１．施設の名称 高浜市サロン赤窯 

２．指定管理者の名称 特定非営利活動法人 あかおにどん 

３．指定期間 平成２１年４月１日 ～ 平成２６年３月３１日 

４．協定書・事業計画書等に

基づく管理の概要 

・サロン赤窯の維持管理に関する業務 

・高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例第３条

第４項に掲げる事業の運営に関する業務 

・展示販売サービスの利用許可に関する業務 

・その他、市長が必要と認める業務 

５．大分類項目の評価 

項 目 満 点 評 点 満点に対する割合 判定結果 

① 総則に関する事項 

 
２５点 ２４．６７点 ９８．６８％ Ａ 

② 施設設備の維持管理に関

する事項 
１５点 １５．００点 １００．００％ Ａ 

③ 運営及びサービスの質の

向上に関する事項 
６０点 ５２．００点 ８６．６７％ Ａ 

６．総合評価 

項 目 満 点 評 点 満点に対する割合 判定結果 

総合評価 １００点 ９１．６７点 ９１．６７％ Ａ 

７．評価結果についての講評 

・地域の文化的財産と高齢者の知的財産の融合。 

・小学生の見学など、文化の伝承の工夫を。 

・ボランティア確保の方策として、マイレージ制度が活用できないか検討を。 

・介護予防との関わりが難しいと思われる。 

 

 

 



 

様式第３（第８関係） 

指定管理者評価判定結果報告書 

平成２５年７月２日 

高 浜 市 長 殿 

 

高浜市指定管理者選定評価委員会 

委員長 野 口 定 久  印 

 

平成２４年度の指定管理者の評価の判定結果について、高浜市指定管理者の評価に関

する指針第８の規定により報告します。 

１．施設の名称 高浜市ＩＴ工房くりっく 

２．指定管理者の名称 特定非営利活動法人 くりっく高浜 

３．指定期間 平成２１年４月１日 ～ 平成２６年３月３１日 

４．協定書・事業計画書等に

基づく管理の概要 

・ＩＴ工房の維持管理に関する業務 

・高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例第３条

第３項に掲げる事業の運営に関する業務 

・利用の許可及び使用料の収納に関する業務 

・その他、市長が必要と認める業務 

５．大分類項目の評価 

項 目 満 点 評 点 満点に対する割合 判定結果 

① 総則に関する事項 

 
２５点 ２５．００点 １００．００％ Ａ 

② 施設設備の維持管理に関

する事項 
１５点 １５．００点 １００．００％ Ａ 

③ 運営及びサービスの質の

向上に関する事項 
６０点 ５９．００点 ９８．３３％ Ａ 

６．総合評価 

項 目 満 点 評 点 満点に対する割合 判定結果 

総合評価 １００点 ９９．００点 ９９．００％ Ａ 

７．評価結果についての講評 

・利用者とスタッフの居場所となっている。新規利用とリピーターのバランスもよい。 

・非営利のよさ、丁寧な説明がされている。 

・ブログ、ネット通販、ツイッター等はサポートしない方針、賢明である。 

・時代の変化に常に対応してくださり敬意を表したい。今後の取り組みも期待している。 

・時代をとらえた取り組みで、今後もさらに充実させていただきたい。 

・よくやっていただいておりよいと思う。今後とも頑張ってもらいたい。 

・スタッフの「がんばり」により魅力的な施設となっている。現在の前向きな取り組みを継続

していただきたい。 



 

様式第３（第８関係） 

指定管理者評価判定結果報告書 

平成２５年７月２日 

高 浜 市 長 殿 

 

高浜市指定管理者選定評価委員会 

委員長 野 口 定 久  印 

 

平成２４年度の指定管理者の評価の判定結果について、高浜市指定管理者の評価に関

する指針第８の規定により報告します。 

 

１．施設の名称 高浜市全世代楽習館 

２．指定管理者の名称 特定非営利活動法人 全世代楽習塾 

３．指定期間 平成２１年４月１日 ～ 平成２６年３月３１日 

４．協定書・事業計画書等に

基づく管理の概要 

・全世代楽習館の維持管理に関する業務 

・高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例第３条

第５項に掲げる事業の運営に関する業務 

・展示サービスの利用の許可に関する業務 

・その他、市長が必要と認める業務 

５．大分類項目の評価 

項 目 満 点 評 点 満点に対する割合 判定結果 

① 総則に関する事項 

 
２５点 ２１．００点 ８４．００％ Ａ 

② 施設設備の維持管理に関

する事項 
１５点 １５．００点 １００．００％ Ａ 

③ 運営及びサービスの質の

向上に関する事項 
６０点 ４７．３３点 ７８．８７％ B 

６．総合評価 

項 目 満 点 評 点 満点に対する割合 判定結果 

総合評価 １００点 ８３．３３点 ８３．３３％ Ａ 

７．評価結果についての講評 

・一般の利用者が増えるような取り組みが必要ではないか。 

・不登校の事業は市内に複数あってもよいと思う。スクールソーシャルワーカーと協力して取

り組めるとよい。 

・いろいろな事業によく取り組んでいる。 

 

 


